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1. 板硝⼦協会としての取組

①本ガイドラインの個社の使⽤例についてヒアリングした。
・本ガイドラインに⽰している⽀払⽅法や注⽂⽅法について、来年の1⽉で
対応できるように対策済みである。

・建材・住宅設備産業取引ガイドラインの存在を関係者は認知していた。

・⼀⽅、社内教育に本ガイドラインを使⽤している例は個社にはなかった。

・実務の営業や調達においてガイドラインの存在を認知していないところ
もある。

・ダイジェスト版があると使⽤しやすい。
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1. 板硝⼦協会としての取組
②板硝⼦協会としての取り組み参考例の紹介
・広く周知することを⽬的としガイドラインを板硝⼦協会Webで公開する。
参考：建材ガラス物流における納品適正化に向けたガイドラインの例

⼀般社団法⼈板硝⼦協会 meti-guideline.pdf
・板硝⼦業界関係団体(約400名)が集まる板ガラスフォーラムにおいて
ガイドライン内容を発表する。
参考：2025年度の建材ガラス物流における納品適正化に向けたガイドライン発表例
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本⽇はありがとうございました。
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Appendix
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⼀般社団法⼈板硝⼦協会のリンク先 meti-guideline.pdfのリンク先
https://www.itakyo.or.jp/ https://www.itakyo.or.jp/upload/meti-guideline.pdf?2025


